
長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 長 の 職 務 代 理 者 を 定 め

る 規 則  

平 成 １ ８ 年 １ ２ 月 １ ８ 日  

規 則 第 ２ 号  

 （ 職 務 を 代 理 す る 職 員 ）  

第 １ 条  地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。 ） 第 ２ ９ ２ 条 に お い て 準 用 す る 同 法 第 １ ５ ２ 条 第 ２ 項 の 規

定 に 基 づ く 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 長 （ 以 下 「 広 域 連 合

長 」 と い う 。 ） の 職 務 を 代 理 す る 職 員 は 、 事 務 局 長 と す る 。  

 （ 職 務 を 代 理 す る 上 席 の 職 員 ）  

第 ２ 条  法 第 ２ ９ ２ 条 に お い て 準 用 す る 同 法 第 １ ５ ２ 条 第 ３ 項 の

規 定 に よ り 広 域 連 合 長 の 職 務 を 代 理 す る 上 席 の 職 員 の 順 序 は 、

長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 事 務 分 掌 規 則 （ 平 成 １ ８ 年 広 域

連 合 規 則 第 １ 号 ） 第 ３ 条 及 び 第 ４ 条 に 規 定 す る 上 席 の 職 員 の 順

及 び 課 の 順 序 に よ る 課 長 と す る 。  

 

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


